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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向と、前記縦方向と交差する横方向と、を有し、
　排泄物を吸収する吸収体を備えた吸収性本体と、
　前記吸収性本体の一端側に位置する背側胴回り部と、
　前記吸収性本体の他端側に位置する腹側胴回り部と、を備える使い捨ておむつであって
、
　前記横方向における前記腹側胴回り部の中央部であって、前記縦方向における前記腹側
胴回り部の上端には、前記横方向における幅が前記吸収体の最大幅よりも小さいカット部
が設けられており、
　前記カット部の前記横方向における両側部には、前記横方向に沿った弾性部材が備えら
れており、
　前記弾性部材は、第一弾性部材であり、
　前記カット部の前記縦方向における下方、かつ、吸収体の前記縦方向における上方には
、前記腹側胴回り部の前記横方向における腹側両端部の一方から他方まで前記横方向に沿
って延びる第二弾性部材が設けられており、
　前記縦方向において前記第二弾性部材よりも下方には、前記腹側両端部の一方から他方
まで前記横方向に沿って延びる一方で前記吸収体上において不連続部分を備える第三弾性
部材が設けられており、
　前記腹側胴回り部に設けられた弾性部材の中で最も伸縮力が大きい弾性部材は、第一弾
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性部材乃至前記第三弾性部材のうちの前記第二弾性部材であることを特徴とする使い捨て
おむつ。
【請求項２】
　請求項１に記載の使い捨ておむつであって、
　前記第一弾性部材は、前記両側部から前記腹側両端部まで延びており、
　前記第一弾性部材の本数は、前記第二弾性部材の本数よりも少ないことを特徴とする使
い捨ておむつ。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の使い捨ておむつであって、
　前記第二弾性部材は、前記縦方向に複数並んで設けられており、
　複数の前記第二弾性部材のうちの前記縦方向における最も上方に位置する第二弾性部材
の伸縮力が、複数の前記第二弾性部材の中で最も小さいことを特徴とする使い捨ておむつ
。
【請求項４】
　請求項３に記載の使い捨ておむつであって、
　前記縦方向において前記第二弾性部材よりも下方には、前記腹側両端部の一方から他方
まで前記横方向に沿って延びる一方で前記吸収体上において不連続部分を備える第三弾性
部材が設けられており、
　複数の前記第二弾性部材のうちの前記縦方向における最も下方に位置する第二弾性部材
の伸縮力が、複数の前記第二弾性部材の中で最も大きいことを特徴とする使い捨ておむつ
。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の使い捨ておむつであって、
　前記腹側胴回り部の前記横方向における腹側両端部と前記背側胴回り部の前記横方向に
おける背側両端部が連結されていることを特徴とする使い捨ておむつ。
【請求項６】
　請求項５に記載の使い捨ておむつであって、
　前記腹側胴回り部の前記上端の、前記縦方向における位置と、前記背側胴回り部の上端
の、前記縦方向における位置と、を一致させた状態で、前記腹側両端部と前記背側両端部
が連結されており、
　前記腹側胴回り部の前記上端には、前記弾性部材が前記両側部から前記腹側両端部まで
延びることにより、弾性を有する腹側上端弾性領域が形成されており、
　前記背側胴回り部の前記上端には、弾性部材が前記背側両端部の一方から他方まで延び
ることにより、弾性を有する背側上端弾性領域が形成されており、
　前記腹側上端弾性領域と前記背側上端弾性領域とは、連結された前記腹側両端部及び前
記背側両端部において連続していることを特徴とする使い捨ておむつ。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれかに記載の使い捨ておむつであって、
　前記カット部の前記横方向における両側部に備えられた前記弾性部材の、最も前記カッ
ト部に近い端には、接着剤が塗られておらず、
　該端以外に塗られた接着剤により、前記弾性部材が前記腹側胴回り部に接合されている
ことを特徴とする使い捨ておむつ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使い捨ておむつに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、使い捨ておむつが子供等を着用対象として広く用いられている。この使い捨てお
むつは、排泄物を吸収する吸収体を備えた吸収性本体と、吸収性本体の一端側に位置する
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背側胴回り部と、吸収性本体の他端側に位置する腹側胴回り部と、を備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１９２１１５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　新生児に使い捨ておむつを着用させる場合、新生児は、臍（へそ）が湿潤しているため
、臍が使い捨ておむつに当たらないようにすることが要請される。また、新生児の臍には
、出血防止等のためにクリップが取り付けられる場合がある。このような場合にも、臍に
取り付けられたクリップが使い捨ておむつに当たらないようにすることが要請される。
【０００５】
　本発明は、上記のような問題に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは
、臍等に使い捨ておむつが当たらないようにするための適切な構成を備える使い捨ておむ
つを実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するための主たる発明は、
　縦方向と、前記縦方向と交差する横方向と、を有し、
　排泄物を吸収する吸収体を備えた吸収性本体と、
　前記吸収性本体の一端側に位置する背側胴回り部と、
　前記吸収性本体の他端側に位置する腹側胴回り部と、を備える使い捨ておむつであって
、
　前記横方向における前記腹側胴回り部の中央部であって、前記縦方向における前記腹側
胴回り部の上端には、前記横方向における幅が前記吸収体の最大幅よりも小さいカット部
が設けられており、
　前記カット部の前記横方向における両側部には、前記横方向に沿った弾性部材が備えら
れており、
　前記弾性部材は、第一弾性部材であり、
　前記カット部の前記縦方向における下方、かつ、吸収体の前記縦方向における上方には
、前記腹側胴回り部の前記横方向における腹側両端部の一方から他方まで前記横方向に沿
って延びる第二弾性部材が設けられており、
　前記縦方向において前記第二弾性部材よりも下方には、前記腹側両端部の一方から他方
まで前記横方向に沿って延びる一方で前記吸収体上において不連続部分を備える第三弾性
部材が設けられており、
　前記腹側胴回り部に設けられた弾性部材の中で最も伸縮力が大きい弾性部材は、第一弾
性部材乃至前記第三弾性部材のうちの前記第二弾性部材であることを特徴とする使い捨て
おむつである。
【０００７】
　本発明の他の特徴については、本明細書及び添付図面の記載により明らかにする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、臍等に使い捨ておむつが当たらないようにするための適切な構成を備
える使い捨ておむつを実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本実施の形態に係るおむつ１の斜視イメージ図である。
【図２】展開状態のおむつ１の平面図である。
【図３】腹側糸ゴム４３の径と伸張倍率を示した図である。
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【図４】腹側上端弾性領域Ｒ１と背側上端弾性領域Ｒ２が、連結された腹側両縁部４０ａ
及び背側両縁部３０ａにおいて連続している様子を示した斜視イメージ図である。
【図５】カット部のバリエーションを示した模式図である。
【図６】切り欠き周り糸ゴム４４において接着剤を塗る部分と塗らない部分を示した図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本明細書及び添付図面の記載により、少なくとも以下の事項が明らかとなる。
【００１１】
　縦方向と、前記縦方向と交差する横方向と、を有し、
　排泄物を吸収する吸収体を備えた吸収性本体と、
　前記吸収性本体の一端側に位置する背側胴回り部と、
　前記吸収性本体の他端側に位置する腹側胴回り部と、を備える使い捨ておむつであって
、
　前記横方向における前記腹側胴回り部の中央部であって、前記縦方向における前記腹側
胴回り部の上端には、前記横方向における幅が前記吸収体の最大幅よりも小さいカット部
が設けられており、
　前記カット部の前記横方向における両側部には、前記横方向に沿った弾性部材が備えら
れていることを特徴とする使い捨ておむつ。
【００１２】
　このような使い捨ておむつによれば、臍等に使い捨ておむつが当たらないようにするた
めの適切な構成を備える使い捨ておむつを実現することが可能となる。
【００１３】
　かかる使い捨ておむつであって、
　前記弾性部材は、第一弾性部材であり、
　前記カット部の前記縦方向における下方には、前記腹側胴回り部の前記横方向における
腹側両端部の一方から他方まで前記横方向に沿って延びる第二弾性部材が設けられている
ことが望ましい。
【００１４】
　このような使い捨ておむつによれば、使い捨ておむつの着用者へのフィット性をより一
層向上させることが可能となる。
【００１５】
　かかる使い捨ておむつであって、
　前記第一弾性部材の伸縮力は、前記第二弾性部材の伸縮力よりも小さいことが望ましい
。
【００１６】
　このような使い捨ておむつによれば、使い捨ておむつ装着時の利便性を高めることが可
能となる。
【００１７】
　かかる使い捨ておむつであって、
　前記第一弾性部材は、前記両側部から前記腹側両端部まで延びており、
　前記第一弾性部材の本数は、前記第二弾性部材の本数よりも少ないことが望ましい。
【００１８】
　このような使い捨ておむつによれば、臍等に使い捨ておむつが当たらないようにするた
めのより適切な構成を備える使い捨ておむつを実現することが可能となる。
【００１９】
　かかる使い捨ておむつであって、
　前記第二弾性部材は、前記縦方向に複数並んで設けられており、
　複数の前記第二弾性部材のうちの前記縦方向における最も上方に位置する第二弾性部材
の伸縮力が、複数の前記第二弾性部材の中で最も小さいことが望ましい。
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【００２０】
　このような使い捨ておむつによれば、使い捨ておむつ装着時の利便性をより高めること
が可能となる。
【００２１】
　かかる使い捨ておむつであって、
　前記縦方向において前記第二弾性部材よりも下方には、前記腹側両端部の一方から他方
まで前記横方向に沿って延びる一方で前記吸収体上において不連続部分を備える第三弾性
部材が設けられており、
　複数の前記第二弾性部材のうちの前記縦方向における最も下方に位置する第二弾性部材
の伸縮力が、複数の前記第二弾性部材の中で最も大きいことが望ましい。
【００２２】
　このような使い捨ておむつによれば、着用者の肌に吸収体を隙間無く適切に当てること
が可能となる。
【００２３】
　かかる使い捨ておむつであって、
　前記縦方向において前記第二弾性部材よりも下方には、前記腹側両端部の一方から他方
まで前記横方向に沿って延びる一方で前記吸収体上において不連続部分を備える第三弾性
部材が設けられており、
　前記腹側胴回り部に設けられた弾性部材の中で最も伸縮力が大きい弾性部材は、第一弾
性部材乃至前記第三弾性部材のうちの前記第二弾性部材であることが望ましい。
【００２４】
　このような使い捨ておむつによれば、使い捨ておむつを着用者に適切にフィットさせる
ことが可能となる。
【００２５】
　かかる使い捨ておむつであって、
　前記腹側胴回り部の前記横方向における腹側両端部と前記背側胴回り部の前記横方向に
おける背側両端部が連結されていることが望ましい。
【００２６】
　このような使い捨ておむつによれば、パンツ型おむつにおいて、上述したメリットを享
受できる。
【００２７】
　かかる使い捨ておむつであって、
　前記腹側胴回り部の前記上端の、前記縦方向における位置と、前記背側胴回り部の上端
の、前記縦方向における位置と、を一致させた状態で、前記腹側両端部と前記背側両端部
が連結されており、
　前記腹側胴回り部の前記上端には、前記弾性部材が前記両側部から前記腹側両端部まで
延びることにより、弾性を有する腹側上端弾性領域が形成されており、
　前記背側胴回り部の前記上端には、弾性部材が前記背側両端部の一方から他方まで延び
ることにより、弾性を有する背側上端弾性領域が形成されており、
　前記腹側上端弾性領域と前記背側上端弾性領域とは、連結された前記腹側両端部及び前
記背側両端部において連続していることが望ましい。
【００２８】
　このような使い捨ておむつによれば、使い捨ておむつをスムーズに履かせることが可能
となる。
【００２９】
　かかる使い捨ておむつであって、
　前記カット部の前記横方向における両側部に備えられた前記弾性部材の、最も前記カッ
ト部に近い端には、接着剤が塗られておらず、
　該端以外に塗られた接着剤により、前記弾性部材が前記腹側胴回り部に接合されている
ことが望ましい。
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【００３０】
　このような使い捨ておむつによれば、弾性部材がカット部において露出してしまう不都
合を防止することが可能となる。
【００３１】
　＝＝＝本実施の形態に係る使い捨ておむつについて＝＝＝
　図１は、本実施の形態に係る使い捨ておむつ（以下、単に、おむつ１と呼ぶ）の斜視イ
メージ図である。図２は、展開状態のおむつ１の平面図である。図３は、腹側糸ゴム４３
の径と伸張倍率を示した図である。図４は、腹側上端弾性領域Ｒ１と背側上端弾性領域Ｒ
２が、連結された腹側両縁部４０ａ及び背側両縁部３０ａにおいて連続している様子を示
した斜視イメージ図である。
【００３２】
　本実施の形態に係る使い捨ておむつ（以下、単におむつ１とも呼ぶ）は、主に新生児を
着用対象としたパンツ型おむつである。
【００３３】
　以下の説明では、おむつ１の縦方向、横方向のことを、それぞれ単に「縦方向」、「横
方向」と言う。また、着用者に接触する側のことを「肌側」と言う。また、以下の説明で
は「横方向」のことを「幅方向」とも呼ぶ。
【００３４】
　本実施の形態に係るおむつ１は、互いに交差（直交）する二方向として縦方向と横方向
とを有している。また、おむつ１は、所謂３ピースタイプであり、３つの部品を有してい
る。すなわち、このおむつ１は、第１部品として、着用者の股間部にあてがわれ尿等の排
泄物を吸収する吸収性本体１０を有し、第２部品として、同着用者の背側部を覆う背側胴
回り部３０を有し、第３部品として、同着用者の腹側部を覆う腹側胴回り部４０を有して
いる。
【００３５】
　図２の展開状態では、背側胴回り部３０と腹側胴回り部４０とが互いに縦方向に間隔を
あけて平行に並んだ状態で、これらの間に吸収性本体１０が掛け渡されている。そして、
吸収性本体１０の一端部１０ａに背側胴回り部３０が、他端部１０ｂに腹側胴回り部４０
が固定されており、その外観形状は平面視略Ｈ形状をなしている。換言すれば、吸収性本
体１０の一端側に背側胴回り部３０が位置し、吸収性本体１０の他端側に腹側胴回り部４
０が位置している。
【００３６】
　そして、この状態から、吸収性本体１０が、その長手方向（つまり、縦方向）における
おむつ１の真ん中（展開状態のおむつ１の縦方向における一端と他端の真ん中）の位置を
折り位置として二つ折りされる。この二つ折りの状態において互いに対向する背側胴回り
部３０と腹側胴回り部４０とが、接合・連結されると、これら胴回り部同士が環状に成形
される。つまり、おむつ１は、背側胴回り部３０の横方向における背側両縁部３０ａ（背
側両端部に相当）と腹側胴回り部４０の横方向における腹側両縁部４０ａ（腹側両端部に
相当）が連結（接合）されて形成されている。これにより、図１に示すような胴周り開口
１ａ及び一対の脚周り開口１ｂが形成された着用状態のおむつ１となる。なお、本実施の
形態においては、縦方向における腹側胴回り部４０の上端４０ｂの、当該縦方向における
位置と、縦方向における背側胴回り部３０の上端３０ｂの、当該縦方向における位置と、
を一致させた状態で、背側両縁部３０ａと腹側両縁部４０ａが連結されている。換言すれ
ば、背側両縁部３０ａの上端と腹側両縁部４０ａの上端とが連結されている。
【００３７】
　以下、３つの部品について、吸収性本体１０、腹側胴回り部４０、背側胴回り部３０の
順に説明する。
【００３８】
　吸収性本体１０は、着用者の股間（股下）に対応し、尿等の排泄物を吸収するためのも
のである。この吸収性本体１０は、図２に示すように、平面視長方形状を有しており、長
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手方向（長辺方向）が縦方向に沿うように設けられている。
【００３９】
　吸収性本体１０には、吸収体１１が設けられている。この吸収体１１は、液体吸収性素
材を積層してなる部材（吸収性コア）であり、尿等の排泄物を吸収することができる。吸
収体１１は、パルプ（パルプ繊維）と吸収性ポリマー（ＳＡＰ）とを有している。
【００４０】
　なお、本実施の形態に係る吸収体１１は、平面視略砂時計形状を備えている。すなわち
、展開状態の吸収体１１は、当該吸収体１１の縦方向における中央部分（具体的には、中
央よりも腹側胴回り部４０側）に、横方向における内側へ窪んだ窪み部１２を備えている
。そのため、当該中央部分（窪み部１２）において、吸収体１１の幅が最も狭くなってい
る。一方で、吸収体１１の縦方向における端部（吸収体１１の背側上端１３や腹側上端１
４）には、窪み部１２が設けられておらず、当該端部（吸収体１１の背側上端１３や腹側
上端１４）においては、吸収体１１の幅が最も広くなっている（最広部となっている）。
本実施の形態において、吸収体１１の最大幅Ｗ１は１２０ｍｍである。
【００４１】
　吸収体１１は、液透過性シート（不織布）からなるコアラップ（不図示）に包まれ、厚
み方向においてトップシート部材２４とバックシート部材２５により挟まれている。なお
、トップシート部材２４は、不織布製の液透過性シートであり、バックシート部材２５は
、ポリエチレン又はポリプロピレン製の液不透過性防漏シートと不織布製の液透過性外装
シートとからなる二層構造のシートである。
【００４２】
　また、吸収性本体１０の幅方向における両側部に位置する部位、つまり、一対のサイド
フラップ２６には、縦方向に沿って伸縮するレッグギャザーＬＧ（脚周り伸縮部）がそれ
ぞれ設けられている。レッグギャザーＬＧは、不織布により形成され、縦方向に沿って伸
縮する弾性部材（具体的には、糸ゴム。便宜上、ＬＧ糸ゴム２６ａと呼ぶ）を備えている
。そして、当該ＬＧ糸ゴム２６ａがサイドフラップ２６に伸縮性を付与することによって
、レッグギャザーＬＧが構成される。
【００４３】
　また、吸収性本体１０の幅方向において、レッグギャザーＬＧ（サイドフラップ２６）
よりも内側には、一対のレッグサイドギャザーＬＳＧ（立体ギャザー）が設けられている
。レッグサイドギャザーＬＳＧは、吸収性本体１０の肌側に備えられ、脚繰りの隙間から
の液漏れを防止する役割を果たす。レッグサイドギャザーＬＳＧは、不織布により形成さ
れている。レッグサイドギャザーＬＳＧは、吸収性本体１０の幅方向におけるレッグサイ
ドギャザーＬＳＧの内側端部に頂点２８を備え、頂点２８及び頂点２８よりも外側の不織
布が立ち上がるようになっている。また、レッグサイドギャザーＬＳＧの頂点２８には、
縦方向に沿って伸縮する弾性部材（具体的には、糸ゴム。便宜上、ＬＳＧ糸ゴム２９と呼
ぶ）が設けられている。
【００４４】
　腹側胴回り部４０は、着用者の腹部に対応するシート状部材である。この腹側胴回り部
４０は、平面視長方形状を有しており、長手方向（長辺方向）が横方向に沿うように設け
られている。この腹側胴回り部４０は、不織布により形成されている。
【００４５】
　腹側胴回り部４０は、吸収性本体１０の他端部１０ｂに重ねられ、接合固定されている
。腹側胴回り部４０の、吸収性本体１０に重ねられた部分は、横方向における腹側胴回り
部４０の中央部に設けられている。
【００４６】
　また、横方向における腹側胴回り部４０の中央部であって、縦方向における腹側胴回り
部４０の上端４０ｂ（縦方向において腹側胴回り部４０の前記真ん中（折り位置）から遠
い側の端）には、カット部（本実施の形態においては、切り欠き部４１）が設けられてい
る。この切り欠き部４１は、着用者の臍（へそ）や臍に取り付けられたクリップがおむつ
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１に当たらないようにするためのものである（後に詳述する）。
【００４７】
　本実施の形態に係る切り欠き部４１は、縦方向における下方へ湾曲した曲線形状を有し
ている。切り欠き部４１の横方向における幅Ｗ２は８５ｍｍであり、縦方向における深さ
Ｄは１５ｍｍである。なお、切り欠き部４１の幅Ｗ２は、前述した吸収体１１の最大幅Ｗ
１（１２０ｍｍ）よりも小さくなっている。そのため、切り欠き部４１の側端４１ｂは、
双方とも、吸収体１１の最広部の側端１５よりも、横方向において内側に位置している。
なお、８５ｍｍの幅Ｗ２は、図２における幅であり、実際の製品においては、後述する腹
側糸ゴム４３の作用により横方向に製品が縮むため、幅（製品平置きで見たときの幅）は
２０～３０ｍｍとなる。
【００４８】
　また、腹側胴回り部４０には、横方向に沿って伸縮する弾性部材（具体的には、糸ゴム
。便宜上、腹側糸ゴム４３と呼ぶ）が、縦方向に複数（１２本）並ぶように配置されてい
る。この腹側糸ゴム４３は、不織布に接着剤により接合固定されている。そして、このこ
とにより、腹側胴回り部４０には、横方向の伸縮性が付与され、おむつ１の胴周り開口１
ａに伸縮性を与えている。以下、１２本の腹側糸ゴム４３の各々について説明する。
【００４９】
　前述した切り欠き部４１の横方向における両側部４０ｃには、２本の糸ゴム（弾性部材
（第一弾性部材）に相当。便宜上、切り欠き周り糸ゴム４４と呼ぶ）が備えられている。
つまり、この２本の切り欠き周り糸ゴム４４は、双方とも切り欠き部４１の下端４１ａよ
りも、縦方向において上方に設けられている。また、２本の切り欠き周り糸ゴム４４は、
縦方向に並んで設けられている。
【００５０】
　各々の切り欠き周り糸ゴム４４は、前記両側部４０ｃから前記腹側両縁部４０ａまで延
びている。なお、「両側部４０ｃから前記腹側両縁部４０ａまで延びている」とは、少な
くとも両側部４０ｃから前記腹側両縁部４０ａまで延びていることを意味するものであり
、両側部４０ｃが始点で腹側両縁部４０ａが終点であることを意味するものではない。本
実施の形態においては、図２に示すように、切り欠き周り糸ゴム４４が、腹側両縁部４０
ａを超えて、腹側胴回り部４０の最も外側の端まで至っている。また、換言すれば、切り
欠き周り糸ゴム４４は、腹側両縁部４０ａ（前記外側の端）の一方から他方まで横方向に
延びる一方で、切り欠き部４１において不連続部分を備える糸ゴムであるとも言える。
【００５１】
　また、当該切り欠き周り糸ゴム４４の径は４７０ｄｔｅｘ、伸張倍率は２．６となって
いる（図３参照）。
【００５２】
　また、切り欠き部４１の縦方向における下方、かつ、吸収体１１の縦方向における上方
には、４本の糸ゴム（第二弾性部材に相当。便宜上、中間糸ゴム４６と呼ぶ）が備えられ
ている。つまり、この４本の中間糸ゴム４６は、いずれも、切り欠き部４１の下端４１ａ
よりも縦方向において下方に設けられ、吸収体１１の腹側上端１４よりも縦方向において
上方に設けられている。また、４本の中間糸ゴム４６は、縦方向に並んで設けられている
。
【００５３】
　各々の中間糸ゴム４６は、腹側両縁部４０ａの一方から他方まで横方向に沿って延びて
おり、切り欠き周り糸ゴム４４のような不連続部分は設けられていない。なお、「腹側両
縁部４０ａの一方から他方まで延びており」とは、少なくとも一方から他方まで延びてい
ることを意味するものであり、一方が始点で他方が終点であることを意味するものではな
い。本実施の形態においては、図２に示すように、中間糸ゴム４６が、腹側両縁部４０ａ
を超えて、腹側胴回り部４０の最も外側の端まで至っている。
【００５４】
　また、４本の中間糸ゴム４６のうちの上の２本の中間糸ゴム４６（上方中間糸ゴム４７
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と呼ぶ）と下の２本の中間糸ゴム４６（下方中間糸ゴム４８と呼ぶ）は、異なる糸ゴムと
なっている。すなわち、２本の上方中間糸ゴム４７の径は４７０ｄｔｅｘ、伸張倍率は３
．２となっている（図３参照）。一方で、２本の下方中間糸ゴム４８の径は９４０ｄｔｅ
ｘ、伸張倍率は３．２となっている（図３参照）。このように、下方中間糸ゴム４８の径
は上方中間糸ゴム４７の径よりも大きく伸張倍率は同じなので、下方中間糸ゴム４８の伸
縮力は、上方中間糸ゴム４７の伸縮力よりも大きくなっている。そのため、縦方向におけ
る最も上方に位置する中間糸ゴム４６の伸縮力が、４本の中間糸ゴム４６の中で最も小さ
くなっており、縦方向における最も下方に位置する中間糸ゴム４６の伸縮力が、４本の中
間糸ゴム４６の中で最も大きくなっている。
【００５５】
　また、図３に示すように、切り欠き周り糸ゴム４４の径は中間糸ゴム４６の径と同じか
該径よりも小さく、切り欠き周り糸ゴム４４の伸張倍率は中間糸ゴム４６の伸張倍率より
も小さいので、切り欠き周り糸ゴム４４の伸縮力は、中間糸ゴム４６の伸縮力よりも（４
本の中間糸ゴム４６のうちのどの中間糸ゴム４６の伸縮力よりも）小さくなっている。
【００５６】
　また、縦方向において中間糸ゴム４６よりも下方には、６本の糸ゴム（第三弾性部材に
相当。便宜上、吸収体周り糸ゴム４９と呼ぶ）が備えられている。この６本の吸収体周り
糸ゴム４９は、いずれも、吸収体１１の腹側上端１４よりも縦方向において下方に設けら
れている。また、６本の吸収体周り糸ゴム４９は、縦方向に並んで設けられている。
【００５７】
　各々の吸収体周り糸ゴム４９は、腹側両縁部４０ａの一方から他方まで横方向に沿って
延びる一方で、吸収体１１上において不連続部分を備えている。すなわち、吸収体１１上
の位置から腹側両縁部４０ａの一方までと、吸収体１１上の位置から腹側両縁部４０ａの
他方までと、に分かれて延びている。なお、「腹側両縁部４０ａの一方から他方まで延び
ており」とは、少なくとも一方から他方まで延びていることを意味するものであり、一方
が始点で他方が終点であることを意味するものではない。本実施の形態においては、図２
に示すように、吸収体周り糸ゴム４９が、腹側両縁部４０ａを超えて、腹側胴回り部４０
の最も外側の端まで至っている。
【００５８】
　また、６本の吸収体周り糸ゴム４９のうちの上の２本の吸収体周り糸ゴム４９（上方吸
収体周り糸ゴム５０と呼ぶ）と下の４本の吸収体周り糸ゴム４９（下方吸収体周り糸ゴム
５１と呼ぶ）は、異なる糸ゴムとなっている。すなわち、２本の上方吸収体周り糸ゴム５
０の径は９４０ｄｔｅｘ、伸張倍率は３．６となっている（図３参照）。一方で、４本の
下方吸収体周り糸ゴム５１の径は４７０ｄｔｅｘ、伸張倍率は３．４となっている（図３
参照）。このように、上方吸収体周り糸ゴム５０の径は、他の腹側糸ゴム４３の径よりも
大きいか等しく、上方吸収体周り糸ゴム５０の伸張倍率は他の腹側糸ゴム４３の伸張倍率
よりも大きいので、腹側胴回り部４０に設けられた腹側糸ゴム４３の中で最も伸縮力が大
きい腹側糸ゴム４３は、上方吸収体周り糸ゴム５０となっている。
【００５９】
　背側胴回り部３０は、着用者の背部に対応するシート状部材である。この背側胴回り部
３０は、平面視長方形状を有しており、長手方向（長辺方向）が横方向に沿うように設け
られている。この背側胴回り部３０は、不織布により形成されている。背側胴回り部３０
は、吸収性本体１０の一端部１０ａに重ねられ、接合固定されている。背側胴回り部３０
の、吸収性本体１０に重ねられた部分は、横方向における背側胴回り部３０の中央部に設
けられている。
【００６０】
　なお、背側胴回り部３０には、腹側胴回り部４０とは異なり、カット部（切り欠き部４
１）が設けられていない。この理由は、カット部（切り欠き部４１）の目的が着用者の臍
（へそ）や臍に取り付けられたクリップがおむつ１に当たらないようにすることだからで
ある。



(10) JP 6364346 B2 2018.7.25

10

20

30

40

50

【００６１】
　また、腹側胴回り部４０には、横方向に沿って伸縮する弾性部材（具体的には、糸ゴム
。便宜上、腹側糸ゴム４３と呼ぶ）が、縦方向に複数（８本）並ぶように配置されている
。この腹側糸ゴム４３は、不織布に接着剤により接合固定されている。そして、このこと
により、腹側胴回り部４０には、横方向の伸縮性が付与され、おむつ１の胴周り開口１ａ
に伸縮性を与えている。以下、８本の腹側糸ゴム４３の各々について説明する。
【００６２】
　また、背側胴回り部３０には、横方向に沿って伸縮する弾性部材（具体的には、糸ゴム
。便宜上、背側糸ゴム３３と呼ぶ）が、縦方向に複数（１３本）並ぶように配置されてい
る。この背側糸ゴム３３は、不織布に接着剤により接合固定されている。そして、このこ
とにより、背側胴回り部３０には、横方向の伸縮性が付与され、おむつ１の胴周り開口１
ａに伸縮性を与えている。
【００６３】
　腹側胴回り部４０の上端４０ｂにおいて、切り欠き周り糸ゴム４４が両側部４０ｃから
腹側両縁部４０ａまで延びていることについて、既に説明したが、背側胴回り部３０の上
端３０ｂにおいても、背側糸ゴム３３が背側両縁部３０ａの一方から他方まで延びている
。そして、上端４０ｂには、切り欠き周り糸ゴム４４が両側部４０ｃから腹側両縁部４０
ａまで延びることにより、弾性を有する腹側上端弾性領域Ｒ１が形成されており、上端３
０ｂには、背側糸ゴム３３が背側両縁部３０ａの一方から他方まで延びることにより、弾
性を有する背側上端弾性領域Ｒ２が形成されている。そして、図４に示すように、この腹
側上端弾性領域Ｒ１と背側上端弾性領域Ｒ２は、連結された腹側両縁部４０ａ及び背側両
縁部３０ａにおいて連続している。なお、本実施の形態において、背側上端弾性領域Ｒ２
を構成する背側糸ゴム３３は、１３本のうちの最も上方に位置している背側糸ゴム３３と
上から２番目に位置している背側糸ゴム３３であり、背側上端弾性領域Ｒ２は、腹側上端
弾性領域Ｒ１と同様、２本の糸ゴムにより構成されている。
【００６４】
　また、当該２本の背側糸ゴム３３の下方には、１１本の背側糸ゴム３３が設けられてい
るが、そのうちの上の３本の背側糸ゴム３３が不連続部分を有さない糸ゴムとなっており
、下の８本の背側糸ゴム３３が不連続部分を有する糸ゴムとなっている。
【００６５】
　＝＝＝本実施の形態に係るおむつ１の有効性について＝＝＝
　上述したとおり、本実施の形態に係るおむつ１は、縦方向と、前記縦方向と交差する横
方向と、を有し、排泄物を吸収する吸収体１１を備えた吸収性本体１０と、吸収性本体１
０の一端側に位置する背側胴回り部３０と、吸収性本体１０の他端側に位置する腹側胴回
り部４０と、を備えるおむつ１であった。そして、横方向における腹側胴回り部４０の中
央部であって、縦方向における腹側胴回り部４０の上端４０ｂには、横方向における幅Ｗ
２が吸収体１１の最大幅Ｗ１よりも小さい切り欠き部４１が設けられており、切り欠き部
４１の横方向における両側部４０ｃには、横方向に沿った切り欠き周り糸ゴム４４が備え
られていることとした。そのため、臍や臍に取り付けられたクリップにおむつ１が当たら
ないようにするための適切な構成を備えるおむつ１を実現することが可能となる。
【００６６】
　新生児におむつ１を着用させる場合は特に、新生児は、臍（へそ）が湿潤しているため
、臍がおむつ１に当たらないようにすることが要請される。また、新生児の臍には、出血
防止等のためにクリップが取り付けられる場合がある。このような場合にも、臍に取り付
けられたクリップがおむつ１に当たらないようにすることが要請される。
【００６７】
　これに対し、本実施の形態においては、横方向における腹側胴回り部４０の中央部であ
って、縦方向における腹側胴回り部４０の上端４０ｂに、切り欠き部４１を設けることと
した。そのため、臍や臍に取り付けられたクリップにおむつ１が当たらないようにするこ
とができる。また、当該臍等におむつ１が当たらない構成を備えていることを操作者（母
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親等のおむつ１を履かせる者）が認識しているため、おむつ１の臍等への接触を気にして
おむつ１を十分上まで引き上げないという事態の発生を回避することができる。つまり、
操作者は、おむつ１をしっかりと定位置まで引き上げることができる。そのため、肌とお
むつ１の間に隙間を生じさせることなく、排泄物の漏れを防止できる。
【００６８】
　なお、特許文献１に記載されたパンツ型おむつにも、腹側胴回り部の上端に切り欠き部
が設けられているが、特許文献１においては、前記課題が認識されておらず、当該切り欠
き部は別の目的のために設けられたものとなっている。これは、従来、パンツ型おむつを
新生児に履かせるということは殆ど実施されていなかったため、湿潤した臍やクリップが
パンツ型おむつに当たらないようにするという課題が認識されていなかったからである。
【００６９】
　したがって、切り欠きの幅が、臍との接触を回避するために不必要なほど広いものとな
っている。そのため、切り欠きの面積が大きすぎて着用者（肌）を押さえる部分（不織布
）の面積が少なくなり、腹側胴回り部の上端におけるおむつの着用者（肌）へのフィット
性が悪いものとなっている。
【００７０】
　これに対し、本実施の形態においては切り欠き部４１の幅Ｗ２を吸収体１１の最大幅Ｗ
１よりも小さくし、切り欠き部４１の幅をおむつ１が臍やクリップに当たらないようにす
るための最小限の幅としている。そのため、腹側胴回り部４０の上端４０ｂにおけるおむ
つ１の着用者（肌）へのフィット性が良いものとなっている。さらに、本実施の形態にお
いては、切り欠き部４１の両側部４０ｃに、切り欠き周り糸ゴム４４を備えているので、
切り欠き周り糸ゴム４４の弾性力により、上端４０ｂにおけるおむつ１の着用者（肌）へ
のフィット性をより一層向上させている。換言すれば、切り欠き周り糸ゴム４４が設けら
れていないと、両側部４０ｃがめくれてしまうことがあるが、切り欠き周り糸ゴム４４を
備えていることで、肌へ両側部４０ｃが沿いやすくなる。
【００７１】
　臍やクリップのおむつへの接触を回避するための切り欠き部を設けても、おむつの着用
者（肌）へのフィット性が悪いと、おむつがずれて臍やクリップにおむつが当たる可能性
が高まる。本実施の形態においては、切り欠き部４１を設けることに加えて、上端４０ｂ
（特に、切り欠き部４１の両側部４０ｃ）におけるフィット性を、両側部４０ｃに切り欠
き周り糸ゴム４４を設けて向上させることにより、おむつ１が、臍や臍に取り付けられた
クリップにおむつ１が当たらないようにするための適切な構成を備えるようにしている。
【００７２】
　また、本実施の形態においては、切り欠き部４１の縦方向における下方には、腹側両縁
部４０ａの一方から他方まで横方向に沿って延びる中間糸ゴム４６が設けられていること
とした。
【００７３】
　上述した通り、切り欠き部４１の両側部４０ｃには、切り欠き周り糸ゴム４４を設けて
、上端４０ｂにおけるおむつ１の着用者（肌）へのフィット性を向上させているが、切り
欠き周り糸ゴム４４には、切り欠き部４１が設けられることによる不連続部分が生じてい
るため、切り欠き部４１を設けた分のフィット性の劣化は生じている。そこで、本実施の
形態においては、切り欠かれた部分を補助するために、切り欠き部４１の下方に設けられ
る中間糸ゴム４６を、腹側両縁部４０ａの一方から他方まで横方向に沿って延びるように
している。すなわち、中間糸ゴム４６には、切り欠き周り糸ゴム４４に存在するような不
連続部分が生じないようにしている。そのため、おむつ１の着用者（肌）へのフィット性
をより一層向上させることが可能となる。また、吸収体１１の腹側上端１４よりも上方（
ウェスト側）に中間糸ゴム４６が存在するため、吸収体１１を着用者（肌）に沿わすこと
ができ、排泄物の漏れを防ぐことが可能となる。また、当該中間糸ゴム４６が存在しない
と、腹側に隙間が空いて性器が見えてしまう状態となってしまう虞があるが、これを抑止
することもできる。
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【００７４】
　また、本実施の形態においては、切り欠き周り糸ゴム４４の伸縮力が、中間糸ゴム４６
の伸縮力よりも小さいこととした。
【００７５】
　上述した通り、切り欠き部４１の両側部４０ｃには、上端４０ｂにおける前記フィット
性を向上させるべく、切り欠き周り糸ゴム４４を設けているが、おむつ１を着用者に装着
させるときの利便性の点からは、切り欠き周り糸ゴム４４の伸縮力をある程度抑える必要
がある。そこで、本実施の形態においては、切り欠き周り糸ゴム４４の伸縮力を中間糸ゴ
ム４６の伸縮力よりも小さくしている。このことにより、おむつ１を着用者に装着させる
ときに腹側胴回り部４０の上端４０ｂを拡げ易くなり、おむつ１装着時の利便性を高める
ことが可能となる（おむつ１をスムーズに履かせることができる）。また、肌にゴム跡が
付くことも回避できるし、ウェスト周りが収縮しすぎて切り欠き部４１が丸まってしまう
ようなことも避けられる。
【００７６】
　また、本実施の形態においては、切り欠き周り糸ゴム４４の本数（２本）が、中間糸ゴ
ム４６の本数（４本）よりも少ないこととした。
【００７７】
　上述したとおり、切り欠き部４１の幅をおむつ１が臍やクリップに当たらないようにす
るための最小限の幅としているが、本実施の形態においては、切り欠き部４１の深さにつ
いても、同様に最小限の深さとしている。すなわち、切り欠き周り糸ゴム４４及び中間糸
ゴム４６の計６本のうち、半分より小さい数の２本のみを切り欠き周り糸ゴム４４として
いる。そのため、おむつ１の着用者（肌）へのフィット性をより一層向上させつつ、臍や
臍に取り付けられたクリップにおむつ１が当たらないようにすることが可能となる。した
がって、おむつ１が、臍や臍に取り付けられたクリップにおむつ１が当たらないようにす
るためのより適切な構成を備えることとなる。
【００７８】
　また、本実施の形態においては、複数の中間糸ゴム４６のうちの縦方向における最も上
方に位置する中間糸ゴム４６の伸縮力が、複数の中間糸ゴム４６の中で最も小さいことと
した。そのため、おむつ１を着用者に装着させるときに腹側胴回り部４０の上端４０ｂを
より拡げ易くなり、おむつ１装着時の利便性をより高めることが可能となる（おむつ１を
よりスムーズに履かせることができる）。
【００７９】
　また、本実施の形態において、縦方向において中間糸ゴム４６よりも下方には、腹側両
縁部４０ａの一方から他方まで横方向に沿って延びる一方で吸収体１１上において不連続
部分を備える吸収体周り糸ゴム４９が設けられており、複数の中間糸ゴム４６のうちの縦
方向における最も下方に位置する中間糸ゴム４６の伸縮力が、複数の中間糸ゴム４６の中
で最も大きいこととした。したがって、吸収体１１に最も近い中間糸ゴム４６の伸縮力が
最も大きくなるため、着用者の肌に吸収体１１を隙間無く適切に当てることが可能となる
。
【００８０】
　また、本実施の形態においては、腹側胴回り部４０の上端４０ｂの、縦方向における位
置と、背側胴回り部３０の上端３０ｂの、縦方向における位置と、を一致させた状態で、
腹側胴回り部４０の横方向における腹側両縁部４０ａと背側胴回り部３０の横方向におけ
る背側両縁部３０ａが連結されていることとした。そして、腹側胴回り部４０の上端４０
ｂには、切り欠き周り糸ゴム４４が両側部４０ｃから腹側両縁部４０ａまで延びることに
より、弾性を有する腹側上端弾性領域Ｒ１が形成されており、背側胴回り部３０の上端３
０ｂには、背側糸ゴム３３が背側両縁部３０ａの一方から他方まで延びることにより、弾
性を有する背側上端弾性領域Ｒ２が形成されており、腹側上端弾性領域Ｒ１と背側上端弾
性領域Ｒ２とは、連結された腹側両縁部４０ａ及び背側両縁部３０ａにおいて連続してい
ることとした。
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【００８１】
　そのため、着用者におむつ１を履かせる際に、腹側上端弾性領域Ｒ１と背側上端弾性領
域Ｒ２とが連動して、おむつ１をスムーズに履かせることが可能となる。特に、着用者が
新生児である場合には、着用者を寝かせた状態でおむつ１を履かせることになる。この際
に、操作者は、おむつ１の腹側胴回り部４０と背側胴回り部３０のうちの腹側胴回り部４
０のみを目視した状態でおむつ１を履かせる（背側胴回り部３０が見えない状態でおむつ
１を履かせる）こととなるが、背側胴回り部３０が見えない状態であっても、腹側上端弾
性領域Ｒ１を上に引き上げれば、当該腹側上端弾性領域Ｒ１に連動して背側上端弾性領域
Ｒ２も自動的に引き上がるために、おむつ１をスムーズに履かせることができる。
【００８２】
　また、腹側胴回り部４０の上端４０ｂの、縦方向における位置と、背側胴回り部３０の
上端３０ｂの、縦方向における位置と、を一致させたので、背側だけが上方へ突出する（
とび出す）ことが避けられ、背側が意図せず折り込まれたりせずに、着用させられる。
【００８３】
　＝＝＝その他の実施の形態＝＝＝
　上記の実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解
釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更・改良され得
ると共に、本発明には、その等価物が含まれることは言うまでもない。
【００８４】
　上記実施の形態においては、使い捨ておむつとしてパンツ型おむつを例に挙げて説明し
たが、これに限定されるものではない。例えば、テープ型おむつであっても構わない。ま
た、上記実施の形態においては、使い捨ておむつがパンツ型おむつであったため、腹側両
端部及び背側両端部として、互いに連結（接合）された腹側両縁部４０ａ及び背側両縁部
３０ａを例に挙げたが、これに限定されるものではない。例えば、使い捨ておむつがテー
プ型おむつである場合には、腹側両端部及び背側両端部は、腹側胴回り部や背側胴回り部
の横方向における両端であってもよい。
【００８５】
　また、上記実施の形態においては、おむつ１は、所謂３ピースタイプであり、３つの部
品に分かれていることとした。すなわち、吸収性本体１０、背側胴回り部３０、腹側胴回
り部４０は、各々一部品であることとした。しかしながら、これに限定されるものではな
く、おむつ１は、２つの部品からなるもの（例えば、背側胴回り部３０と腹側胴回り部４
０が一体的に形成されており、当該一体的に形成された部品に吸収性本体１０が設けられ
たもの）としてもよいし、三つの部分が一体的に設けられていることとしてもよい。
【００８６】
　上記実施の形態に係るおむつ１は、新生児を着用対象としたが、これに限定されるもの
ではなく、より年上の乳児や、幼児を着用対象としてもよい。また、小学生以上の子供や
老人等の大人を着用対象としてもよい。
【００８７】
　また、上記実施の形態においては、弾性部材として糸ゴム（背側糸ゴム３３、腹側糸ゴ
ム４３）を例に挙げたが、これに限定されるものではなく、弾性を有するものであればど
のようなものでも構わない。例えば、弾性シートであってもよい。
【００８８】
　また、上記実施の形態においては、カット部として切り欠き部４１を例に挙げたが、こ
れに限定されるものではない。例えば、図５の上図に示すように、切り込み部６１であっ
てもよい。切り込み部６１は、おむつ１を着用者に履かせる前（製品平置き時等）には、
切り欠き周り糸ゴム４４により引っ張られて開いているが、おむつ１を着用者に履かせる
とき及び履かせた後には、さらに拡がる（開く）。そのため、当該切り込み部６１も、臍
等をおむつ１に接触させない役割を果たす。切り込み部６１の切り欠き部４１との相違点
は、切り欠き部４１についてはカット工程の後に不要物(切り捨て部分)が生じるのに対し
、切り込み部６１については生じない点である。このような切り込み部６１は、当該不要
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物が生じず、おむつ１の製造が簡便化される点で優位性を有する。一方で、切り欠き部４
１の方は、臍等におむつ１が当たらない構成を備えていることを操作者が認識し易くなり
、おむつ１をしっかりと定位置まで引き上げることができる点で優位性を有する。
【００８９】
　また、切り欠き部４１の形状は、図２に示したような形状に限定されるものではない。
例えば、図５の下図に示すように、矩形形状を有することとしてもよい。なお、図５は、
カット部のバリエーションを示した模式図である。
【００９０】
　また、腹側胴回り部４０に設けられた腹側糸ゴム４３の中で最も伸縮力が大きい糸ゴム
は、切り欠き周り糸ゴム４４、中間糸ゴム４６、吸収体周り糸ゴム４９のうちの中間糸ゴ
ム４６であることとしてもよい。
【００９１】
　中間糸ゴム４６は、切り欠き周り糸ゴム４４と吸収体周り糸ゴム４９の間に位置するた
め、臍と上臀部の間に位置するウェストのくびれ部分を押さえることとなる。そして、当
該くびれ部分は、当該くびれに起因して最も隙間ができやすい箇所なので、中間糸ゴム４
６を最も伸縮力が大きい糸ゴムとすれば、おむつ１を適切に着用者（肌）にフィットさせ
ることが可能となる。また、おむつ１がずり落ちるのを防ぐこともできる。また、脚周り
に当たる吸収体周り糸ゴム４９の伸縮力が小さくなっていることで、腿にゴム跡がつくの
を防ぐこともできる。
【００９２】
　また、図６に示すように、切り欠き周り糸ゴム４４の、最も切り欠き部４１に近い端４
４ａには、接着剤が塗られておらず、当該端４４ａ以外に塗られた接着剤により、切り欠
き周り糸ゴム４４が腹側胴回り部４０に接合されていることとしてもよい。なお、図６は
、切り欠き周り糸ゴム４４において接着剤を塗る部分と塗らない部分を示した図である（
接着剤を塗る部分を、切り欠き周り糸ゴム４４の太線部で示している）。
【００９３】
　おむつ１を製造する際には、２本の切り欠き周り糸ゴム４４を腹側胴回り部４０に接合
固定してから、腹側胴回り部４０を切り欠いて切り欠き部４１を形成する。つまり、先ず
、腹側両縁部４０ａ（前記外側の端）の一方から他方まで延びる連続した（不連続部分の
無い）糸ゴムを腹側胴回り部４０に接着剤で接合する。その際に、切り欠き部４１の形成
後に前記端４４ａとなる位置と該位置から内側の部分には接着剤を塗らず、切り欠き周り
糸ゴム４４のそれ以外の部分に接着剤を塗る。そして、その後、腹側胴回り部４０を切り
欠いて切り欠き部４１を形成する。
【００９４】
　かかる場合には、当該端４４ａに接着剤が塗られていないので、腹側胴回り部４０を切
り欠いた際に、切り欠き周り糸ゴム４４の縮みにより当該端４４ａが横方向外側（切り欠
き部４１とは反対側）に僅かに移動する。そのため、切り欠き周り糸ゴム４４が切り欠き
部４１において露出してしまう不都合（露出すると、見た目だけではなく、端４４ａが肌
に当たって感触も良好でない）を防止することが可能となる。
【符号の説明】
【００９５】
１　おむつ、１ａ　胴周り開口、１ｂ　脚周り開口
１０　吸収性本体、１０ａ　一端部、１０ｂ　他端部
１１　吸収体
１２　窪み部
１３　背側上端、１４　腹側上端、１５　側端
２４　トップシート部材、２５　バックシート部材
２６　サイドフラップ、２６ａ　ＬＧ糸ゴム
２８　頂点、２９　ＬＳＧ糸ゴム
３０　背側胴回り部、３０ａ　背側両縁部、３０ｂ　上端
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３３　背側糸ゴム
４０　腹側胴回り部、４０ａ　腹側両縁部、４０ｂ　上端、４０ｃ　両側部
４１　切り欠き部、４１ａ　下端、４１ｂ　側端
４３　腹側糸ゴム
４４　切り欠き周り糸ゴム、４４ａ　端
４６　中間糸ゴム、４７　上方中間糸ゴム、４８　下方中間糸ゴム
４９　吸収体周り糸ゴム
５０　上方吸収体周り糸ゴム、５１　下方吸収体周り糸ゴム
６１　切り込み部
ＬＧ　レッグギャザー
ＬＳＧ　レッグサイドギャザー
Ｒ１　腹側上端弾性領域、Ｒ２　背側上端弾性領域

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】



(17) JP 6364346 B2 2018.7.25

10

フロントページの続き

(72)発明者  深澤　潤
            香川県観音寺市豊浜町和田浜１５３１－７　ユニ・チャーム株式会社テクニカルセンター内

    審査官  藤井　眞吾

(56)参考文献  特開２０１４－２０４７５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第８０１６９７１（ＵＳ，Ｂ２）　　
              特開２０１１－１３６０８２（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１３／０９９５１０（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２０１１－１３６２９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００８／１０８２７０（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｆ　　１３／００
              Ａ６１Ｆ　　１３／１５　　－１３／８４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

